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要  約

Ⅰ．はじめに

「社会保障制度と国民負担率」研究会（以下「本研究会」という）では、国民負担率概念に対する理解を

さらに深めるために、各国の政治的・社会的特徴が反映されやすい社会保障制度に注目し、社会保障制度改

革の方向性と関連づけて国民負担率の在り方を検討していくこととした。本稿は、筆者の責任において本研

究会における研究成果を要約し、筆者の視点から、本研究会における論点、ならびに研究成果を踏まえた上

での今後の検討課題について論述したものである。

Ⅱ．「社会保障制度と国民負担率」研究会 1998 年度研究報告要旨

まず本章では、本研究会の報告書の要旨について、国民負担率の定義と国民経済上の意義づけ、社会保障

制度における公私の役割分担、年金・医療制度における改革の方向性、社会保障制度の改革類型に基づく国

民負担率の将来推計といった点を中心に説明する。

Ⅲ．論点１－国民負担率の在り方

次に、1998 年度の研究報告を踏まえて実施されたシンポジウムにおける論点として、本稿では国民負担率

等の統計データを交えて 2 点取り上げることとする。まず第 1 の論点として、国民負担率の在り方をめぐる

議論について取り上げる。

Ⅳ．論点２－社会保障財源の問題

第 2の論点として、社会保障財源としての税、社会保険料の在り方に関する議論を取り上げる。

Ⅴ．今後の検討課題

最後に、研究会ならびにシンポジウムにより示唆された点を踏まえて、年金制度の抜本的改革、ならびに

リバース・モーゲージの活用との関連で、国民負担率をどのように見ていくべきであるかについて論じる。



Ⅰ．はじめに

近年、少子・高齢化に伴う社会保障制度改革の

議論が高まりを見せ、医療、年金等各分野におい

て負担と給付の在り方が抜本的に見直される可能

性が高まっている。その一方で、世界的規模で規

制緩和・自由化が進行し、わが国の金融・保険業

界において最近見られるような業界内の競争激

化・統合再編の動きが、一国の経済をも揺さぶり

かねない状況にある。

こうした状況を背景に、国民負担率に対する関

心は今後ますます高まっていくものと思われる。

しかし、国民負担率が正しく認識されているかど

うかが問題となる。実際には、国民負担率の低さ

が経済的な強さであるとする捉え方、あるいは個

人の稼得から強制的に徴収される割合が国民負担

率であるとする考え方等、本来の国民負担率概念

からはずれた議論がなされている状況にある。

国民負担率概念に対する問題意識から、1996 年

から 1997 年にかけ、慶應義塾大学田中滋教授を座

長として、「国民負担率問題を考える」研究会（以

下「前回研究会」という）が実施された。この前

回研究会の研究報告を兼ねたシンポジウムにおい

ては、指標としての国民負担率に関する問題が提

起された1。

さらに前回研究会に続く形で、1998 年から 1999

年にかけ、田中教授を座長として、法政大学小椋

正立教授、一橋大学高山憲之教授、千葉大学広井

良典助教授、慶應義塾大学大林厚臣助教授等によ

る「社会保障制度と国民負担率」研究会（以下

「本研究会」という）が実施された。本研究会で

は、国民負担率がいかなる指標であるかについて

は既に理解が得られた、という前提の下に、国民

負担率概念に対する理解をさらに深めるために、

各国の政治的・社会的特徴が反映されやすい社会

保障制度に注目し、社会保障制度改革の方向性と

関連づけて国民負担率の在り方を検討していくこ

ととした。その検討結果は報告書として公表され、

1999 年 9月にはシンポジウムが開催された2。

本稿は、筆者が本研究会に参画して行った諸々

の作業を通じて理解した内容に基づき、筆者の責

任において研究成果を要約し、筆者の視点から、

本研究会における論点、ならびに研究成果を踏ま

えた上での今後の検討課題について論述したもの

である。

筆者は本研究会への参画を通じて、国民負担率

をめぐる様々な問題を、社会保障制度改革の動向

と関連づけて、詳細に学ぶことができた。ここに、

本研究会において活発な議論を展開された委員の

方々に対し、深く感謝申し上げる。

Ⅱ． 「社会保障制度と国民負担率」研究会 1998 年

度研究報告要旨

本章では、本研究会において検討された内容を

整理した「社会保障制度と国民負担率」研究会

1998 年度研究報告の要旨について、以下の点を中

心に説明する。

・国民負担率の定義と国民経済上の意義づけ

・社会保障制度における公私の役割分担

・年金・医療制度における改革の方向性

・社会保障制度の改革類型に基づく国民負担率の

将来推計

１． 国民負担率の定義と国民経済上の意義づけ

（１）国民負担率とは

まず、わが国における国民負担率の算出方法に

ついて、改めて明らかにしておきたい（図表１参

照）。従来わが国では、租税負担と社会保険（保

障）料負担合計の国民所得（NI）に対する比率を

国民負担率と呼ぶことが多かった。さらに、財政

構造改革法（平成 9・12・5・法律 109 号）(以下

「財革法」という)においては、「財政赤字を足し

た値を分子とし、それを国民所得で割った率」と

の定義が与えられ、国民負担率を 50%以下に抑える

ことを目標とすることが明記された（財革法 6 条 1

項 6号）3。

《図表１》わが国における国民負担率の定義

［従来の用語法］

　　　　　　　　　租税負担＋社会保障負担

　　　　　　　　　　　国民所得

［法律上の定義］

　　　　　　　　　租税負担＋社会保障負担＋財政赤字

　　　　　　　　　　　　　国民所得

　　　　　　　　（≦５０％）

　　　　　　　　　　　　　　（財革法６条１項６号）

国民負担率＝

国民負担率＝



社会保障移転率 純負担率

国民負担率

（２）国民負担率をめぐる財政規模と資金フロー

本研究会では、国民経済上の国民負担率議論の

意義づけを明確にするため、財革法に規定された

公債負担を加味して、財政フロー図による分析を

試みた（次頁の図表２参照）。分析においては、

1995 年度の係数を用いている。以下、図表２の(A)

～(G)の各帯グラフについて説明する。

・(A)が GDP、(B)が国民所得（要素費用表示）を表

す。

・(C)は、従来の定義に基づく国民負担率の分子に

相当する部分（国民負担額）を表す。

・(D)は、公債負担を含めた国・地方を通じた歳入

の構成を表す。

・(E)は、社会保障財源の構成を表す。

・(F)における「国民純負担」は、(C)の国民負担

額のうち、社会保障財源に充当される額（保険

料＋国庫・公費負担）を控除したものである。

国民純負担は、本研究会において定義された概

念である4。

・(G)は、国・地方を通じた歳出の構成を表す。な

お(G)の右端に示された 0.9 兆円は、歳入との間

の不突合部分を示す。

図表２に示されているように、総歳出規模は約

151 兆円であり、GDP は約 489 兆円である。した

がって国民負担率研究は、国民経済全体から見る

と、約 30％の部分を議論していることになる。

財革法による財政赤字を加味した国民負担率に

おける分子とは、(C)の国民負担額に、(G)に示さ

れた総歳出のうち(F)の右端より右に出ている部分

（国債等によるファイナンスで賄う部分）を加え

たものである。

（３）純負担率の定義と精緻化

現世代がどのような負担を行い、どのような便

益を得ているのかを理論的に究明するための試み

として、純負担率の明確な定義を行った。

本研究会における純負担の定義については前項

でも触れているが、支出帰着としての給付の観点

から改めて定義すると、「社会保障給付を通じて移

転され、かつ個人に対する帰着として把握できる

費目（これを社会保障移転という）を控除した

値」となる。したがって、公共投資や防衛費、文

教費等、厳密な意味で個人に帰着しない費目が純

負担である、という結論になる（図表３参照）。こ

の値の国民所得あるいは GDP に対する割合を純負

担率と定義する。なお、同様に社会保障移転額の

国民所得あるいは GDP に対する割合を社会保障移

転率と呼ぶ。

《図表３》社会保障移転率と純負担率

純負担率概念の精緻化に関しては、以下の点を

指摘することができる。

・教育、特に高等教育について、相当程度便益が

個人に帰着すると見なす議論があり得る等、ミ

クロ経済上の詳細な分析が不可欠である。

・社会保険料や税による負担だけでは不足する分

を公債等の借り入れによって賄わざるをえない

以上、借り入れ額をも要素とする公的セクタを

通じた資金移転の把握が重要である。

・公私の役割分担の視点から、国民経済の中での

政府を通じた強制的所得移転規模の指標として、

国民負担率、および純負担率を捉える見方は有

益であるが、国民負担率を目標数値化する考え

方は意味がない。

（４）国民負担率の推移と今後の議論の展開

1999 年度の国民負担率は 36.6％程度と推計され、

財政赤字を考慮すれば、潜在的な国民負担率は

48.6％程度となる5。少子・高齢化を前提とすれば、

国民負担の主要な位置を占める社会保障移転の増

加による国民負担率の上昇は避けられない。

国民負担率が過度に上昇した場合、政府が財政

需要を満たすために国債を増発し、これが市中金

利を上昇させ、民間の資金需要が抑制されること

により、健全な市場競争の阻害、ひいては経済成

長の阻害がもたらされることが考えられる。した

がって、社会保障給付費の内訳を詳しく分析し、

それぞれの制度ごとの将来シミュレーションを行

い、社会保障制度の在り方に関する提言を示す意

味は大きいと考えられる。



２． 社会保障制度における公私の役割分担

以下の内容は、報告書の中でも特に問題提起の

色合いが強い部分と言えるが、わが国における公

的年金制度の在り方等を検討するにあたり、有用

な内容であると考えられる。

（１）市場経済における公的制度の役割

市場原理の原型は、基本的には「完全競争に基

づく契約がすべて実現できる」状況であれば、

「もっとも効率的な資源配分が可能になる」とい

う考え方である。この場合に中核になる概念は以

下の 3点に整理される。

a.消費者は私的財について限界的には 100％自己負

担を行う。

b.営利企業は利潤動機に基づいて財やサービスの

生産を行う。

c.完全競争が確保され、市場参入と退出の自由が

ある。

一方、政府が介入する理由は、基本的には「市

場の失敗」が存在するからに他ならない。加えて、

厳しいグローバル競争が一般化する 21 世紀の市場

経済では、競争の公正さを確保するための事前・

事後の規制改革と、人々の生活面で安心感の確保

を目指すための社会保障制度の組み直しが、公的

セクタの大切な役割と考えられる。

公的制度を通じて行われている政策は、民営化

の可能性という観点から、以下のように 4 つに分

類して整理できると考えられる。

①私的な活動によりほぼ代替できるもの

②私的な活動プラス補助金で代替できるもの

③公的規制の強化によって代替できるもの

④公的な規制もしくは私的な活動プラス補助金だ

けでは、基本的には公的制度の機能を代替でき

ないもの

上記の①②③が、民営化が可能な分野であり、

④が、本来公的セクタが受け持つべき分野となる。

なお、市場が存在しない分野で、かつ維持可能

な公的制度としては、イ）財源の範囲内で維持で

きる公共財・地方公共財の提供（外交、警察・消

防等）にかかわる制度、ロ）少数の住民に対する

金銭支給、もしくは財やサービスの全部または一

部の贈与（生活保護、障害者施策等）があげられる。

（２）公私の役割分担の考え方

公私の役割分担については、「現在の社会保険制

度はコストの面から長期的には維持不可能であり、

公的な制度は基礎的な保険機能だけに限定し、選

択的なサービスの供給は私的な保険制度に委ねる

べき」との考え方が有力である。この考え方に基

づき、公私各制度にかかる役割のウエイトを以下

のように概算することができると考えられる。

いま、家計を低所得・中所得・高所得の 3 層に

分割し、基礎的な部分については各層が 2 ずつの

サービスを消費するが、選択的な部分については

低所得 0、中所得 2、高所得 4 を消費すると仮定す

る。このように選択的な部分に対する所得弾力性

が高ければ、公対私で 6：6 あるいはむしろ私的保

険の方がより大きな市場規模に達することになろ

う。仮定を変更し、選択的な部分について低所得 0、

中所得１、高所得 2という消費がなされたとする。

このように選択的な部分に対する所得弾力性が小

さければ、全体として、公：私＝6：3 となり、私

的保険は全体の 3分の１に過ぎない。

つまり、公的制度の機能を限定しても、そのウ

エイトは、私的制度で賄われる選択的な部分に対

する所得の弾力性に応じて変化すると考えられる。

（３）公的制度における所得制限（means test）

導入の可否

所得制限（means test）とは、公的な制度によ

る給付を一定の条件を備えた人たちだけに限定す

るシステムであり、資格に合致しない人、あるい

は資格を持たない人を排除するシステムに他なら

ない。

公的制度が低所得者のためだけの制度になると、

サービスの質という観点からは、納税者全体の支

持を急速に失う結果になりかねない。中程度の所

得以上の人が公的制度に無関心になると、公的制

度によって提供されるサービスの質が急速に悪化

する事態もありえる。

（４）公的制度における制度設計の考え方

現在公的年金制度において給付と負担の在り方

が見直されるべき状況にあることを踏まえると、

今後公的な制度を設計する上で留意すべき事項が 2

つ存在すると考えられる。まず第 1 に、制度設計

にかかわる責任の所在を明確にすることである。



もう少し具体的に言えば、以下の 4 点に整理され

る。

①制度設計の責任を明確にすること。

②一定規模以上のすべての新しい制度には、科学

的に管理された、数年間のパイロット事業を義

務づけること。

③米国の例に倣って、それぞれの制度について、

将来コストに見合った財源を用意させること。

④制度設計者のコスト推計や、財源の見通しにつ

いて、政府内外の客観的な判断を仰ぐことを義

務づけること。

第 2 に、制度の設計において、とくに制度リス

クを考慮すべきである。政府は企業のように倒産

しないが、予想外の低成長や、出生率の低下、雇

用の減少等、外部からの大きなショックが経済に

加わると、約束した給付を履行できない事態に追

い込まれる。このような制度リスクの大きさは、

①公的な給付制度の対象が普遍的であればあるほ

ど、②給付が市場メカニズムによる資源配分から

乖離していればしているほど、③政府が給付に直

接にコミットしていればいるほど、大きいことは

明らかである。

３． 年金制度における改革の方向性

（１）わが国における改革の方向性

①保険料水準のあり方

現在わが国では、公的年金制度の改正に向け審

議がなされている。改正法案の主な内容は、以下

の通りである6。

・厚生年金（報酬比例部分）の給付水準を 5%適正

化する。（2000 年 4月実施）

・65 歳以降は、基礎年金・厚生年金の額を物価上

昇率のみによって改定し、賃金スライド等は行

わない。（2000 年 4月実施）

・老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢

を、2013 年度から 2025 年度にかけて、60 歳か

ら 65 歳に段階的に引き上げる（女子は 5 年遅

れ）。

・保険料（率）は、厚生年金（現行 17.35%）・国民

年金（現行月額 13,300 円）とも、現行のまま据

え置く。

・基礎年金については、財政方式を含めてその在

り方を幅広く検討し、当面 2004 年までの間に、

安定した財源を確保し、国庫負担の割合の 1/2

への引き上げを図るものとする。

年金保険料の水準については、厚生省が 1997 年

12 月に提示した「5 つの選択肢」において、「前回

の平成 6 年改正に基づく給付水準や支給開始年齢

等を維持する場合、厚生年金の最終保険料率は、

月収の 34.3%に上昇する。保険料率を月収の 20～

30%にとどめるため、支出総額を 1～4 割削減する

ことが必要」とされた。さらに厚生省が 1998 年 10

月にまとめた年金制度の改正案において、将来の

厚生年金保険料率を月収の 26%程度にとどめること

を前提に、将来の給付総額の伸びを抑制する 3 つ

の案が提示された。現在審議中の改正法案は、上

記のような「保険料引き上げ」案を当面凍結しよ

う、とのスタンスに立つものと言える。

本研究会では、以下に述べるような種々の手法

により、年金保険料を当面引き上げずに済ませる

ことが可能である、との議論が行われた。

・基礎年金財源は現在 1/3 が国庫負担であるが、

残り 2/3 を保険料ではなく、社会保障目的消費

税によって賄う。

・給付水準を切り下げる。切り下げの方法として

は、イ)モデル年金の受給に必要とされる保険料

の拠出期間を現行の 40年から 45年に延長する、

ロ)既裁定年金の改定は賃金スライドでなく物価

スライドにより行う、等があげられる。

・現役世代の負担を軽減し、負担の公平性を図る

という観点から、年金受給者の負担についても

十分検討する必要がある。上述の社会保障目的

消費税が導入されれば、年金受給者は基礎年金

の財源の一部を、税金を通じて負担することに

なる。2000 年 4 月から実施される介護保険制度

には、65 歳以上の一定額以上の年金受給者につ

いて、介護保険料を年金から天引きする仕組み

が取り入れられている。現在見直しが進められ

ている高齢者医療制度においても、医療費の患

者自己負担割合を高める提案と併せ、保険料を

公的年金から天引きする仕組みを検討する余地

があると思われる。

②厚生年金（報酬比例部分）民営化における課題

前節で述べた公私の役割分担の在り方に基づい

て考えると、公的年金は 1階の基礎年金に限定し、



2 階の報酬比例部分を民営化する姿が導かれる。

しかし、積立方式の民間スキームへの移行に際

しては、制度加入者の観点から考慮しなければな

らない点がある7。1 つの問題として、現役世代が

既存の受給者に支払う年金を賄うと同時に、自己

の年金を（賦課方式のように将来世代の世話にな

らずに）自分で賄うという、いわゆる「二重の負

担」問題があげられる。さらに、民営化された年

金は給付建てではなく、掛け金建てで運用される

ため、運用リスクやインフレリスクは加入者本人

が背負わねばならず、老後生活の安定は必ずしも

保障されない、という点にも留意すべきである。

③私的年金の整備

現行の 2階建て公的年金制度を維持するならば、

今後 2 階部分の給付水準を徐々に切り下げていか

ざるを得ないであろう。その切り下げられる部分

を埋め合わせるために、企業年金や個人年金と

いった私的年金を奨励していく必要がある。

私的年金は各制度ごとに税制上の制約が存在す

るため、今後これらの税制を見直し、ある一定水

準までは公私を問わず何らかの優遇措置を付けて、

掛け金建て制度の導入も踏まえた私的年金の充実

を図っていく方策が、年金制度改革における重要

な課題の 1つになると考えられる。

（２）英米の改革動向8

①米国の動向

米国では、1998 年に連邦財政が年金収支込みで

黒字に転換した。この黒字に転換した部分をどう

使うか（減税か、社会保障政策か）についての議

論が重ねられてきた。

クリントン大統領は、1999 年 1 月の年頭一般教

書演説9で、今後 15 年間にわたって財政黒字の 60%

を社会保障政策に投入し、その一部を民間市場で

運用することにより、今後 55 年間は社会保障制度

を健全に保つことができる、と説明している。さ

らに、今日なお何百万人もの人々が、自助努力に

よる退職後の備えができていない状況を考慮し、

新たに USA 口座（Universal Savings Accounts ;

USAs）を設定し、財政黒字の 11%強を投入すること

が提案されている。

②英国の動向10

英国では、ブレア政権が誕生して後、1998 年 12

月に年金改革に関するグリーンペーパー11が発表さ

れた。英国の公的年金制度は、わが国と同様に 1

階の基礎年金と 2 階の所得比例部分から構成され

ているが、そのうち 2 階部分を、将来的には低所

得層向けの定額給付の制度とすることがグリーン

ペーパーに明記されている。

４． 医療制度における改革の方向性

（１）わが国における改革の方向性

①国民医療費の現状12

1997 年度の国民医療費は 29 兆 651 億円で、対前

年度比 1.9％の増加であった。国民医療費の国民所

得に対する割合も 7.45％（前年度 7.29％）に上り、

1991 年度以降上昇基調にある（図表４参照）。

1997 年度における一般診療医療費の年齢別構成

を見ると、65 歳以上の老人医療費の占める割合が

全体の 47.4％を占めるに至った（次頁の図表５参

照）。これらの状況から、老人医療費を中心とする

国民医療費の抑制を図るべく、抜本的な医療制度

改革の必要性が唱えられている。

《図表４》国民医療費の推移

（出典）厚生省「平成 9 年度国民医療費の概況」

をもとに安田総合研究所作成
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《図表５》年齢階級別一般医療費（1997 年度）

（出典）厚生省「平成 9 年度国民医療費の概況」

をもとに安田総合研究所作成

②医療制度改革をめぐる議論

現行の医療制度に対する抜本的な制度改革が必

要との趣旨から、厚生省の医療保険福祉審議会と

医療審議会では具体的対策の検討が行われた。以

下に議論の中心となった点について概括する。

Ａ．診療報酬体系の見直し

医療福祉審議会制度企画部会の下に設置された

作業委員会での検討結果が、1999 年１月に報告書

として公表されている。この報告書では、国民に

開かれた医療の提供を実現し、医療提供体制の整

備によって医療費を抑制し、医療資源の効率的な

配分を目指すとまとめられている。主たる提言内

容は次の 7項目からなる。

a.医療機関の機能に応じた評価

b.患者の病態（急性期、慢性期医療等）に応じた

評価

c.医療技術の評価

d.薬剤の適正使用の促進

e.老人医療特性への配慮

f.歯科医療特性への配慮

g.医療情報提供の基盤整備

Ｂ．薬価基準制度の見直し

医療保険福祉審議会制度企画部会では、薬剤使

用の適正化、質と価格によって薬剤が選択される

健全な市場の形成、制度の透明性・効率性の確保

といった視点から議論を行い、1999 年 1 月、「薬剤

給付のあり方について」の意見書を提出した。

意見書では、臨床上、同等の効果を有する薬剤

を同一グループに分類・明示し、同一グループ内

の全医薬品の加重平均値（市場平均価格）を基礎

に当該グループの給付基準額を設定することが提

案された。個別薬剤については、製薬企業の主体

的判断に基づき、薬剤定価（全国一律）を設定し、

給付基準額と薬剤定価のいずれか低い額を基本に

保険給付するとの案であった。さらに、給付基準

額を超える部分は全額患者負担となり、給付基準

額を下回る部分は定率患者負担となる制度が示さ

れた。

Ｃ．高齢者医療制度の見直し

高齢者医療制度については、現段階で A・B2 つ

の案が提示されている。A 案は日本医師会の意見を

もとに 75 歳以上の全高齢者を対象とし、費用の

95％を公費で賄う制度案である。なお、74 歳まで

の医療費は、被用者保険と国保の被保険者が負担

する。

一方、健保連や日経連、連合等の案をモデルに

した B 案は、被用者年金受給者を被用者保険に残

し、それ以外の高齢者は地域保険の対象とする内

容である。

③今後の方向性

社会保障の 2 つの機能、すなわち「所得再分

配」と「リスクの分散」という観点から、以下の

ような方向性が想定される。

・高齢者医療を独立させて集中的に公費を投入す

る。

・若年者部分は公費投入を廃止もしくはできる限

り縮小した上で、保険者間のリスク構造調整を

図る。

・患者による保険者の選択、および保険者による

医療機関の選択制を認め、競争原理を導入する。

・被用者保険ならびに国保の保険者を整理統合す

るとともに、保険者機能拡大を図る。

（２）米国における改革の動向とわが国への示唆

米国では市場メカニズムに通ずる医療改革が積

極的に推進され、医療費上昇抑制等一定の効果を

あげる一方で、さまざまな問題も指摘されている。

世界最高の医療水準を享受できる自由がある反面、

無保険者も存在する。またマネジド・ケアにおい

て、モラルハザードと情報の非対称性が要因と

なって、本来提供されるべき医療サービスが拒否
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されるという問題も提起されている。

米国では今後も、新たな医療制度改革への試み

が行われると考えられる。その成果について十分

検討した上で、疾病管理や EBM（客観的根拠に基づ

く医療）を用いたクリニカル・ガイドライン等、

マネジド・ケアを構成する要素の導入を含め、わ

が国における医療制度改革への参考とする意味は

大きい。

５．社会保障制度の改革類型に基づく国民負担率

の将来推計

社会保障制度改革の選択肢をより総合的な見地

から評価するために、社会保障制度の改革類型に

基づき国民負担率の推計を試みた。年金と医療、

福祉制度の改革類型を組み合わせ、社会保障制度

改革の想定される選択肢にしたがい、2050 年まで

の長期的な給付と負担の将来推計を行った。

（１）改革類型モデル

モデルとしては、年金、医療、福祉を統括して

考察し、現行型（全分野重点型）、医療・福祉重点

型、年金重点型、市場（民間）型という 4 つの基

本類型を想定した。

その際、医療・福祉重点型の推計においては、

厚生年金の一部削減を含む年金制度改革を、年金

重点型の推計においては、医療制度改革を織り込

んで条件を細分化した。

したがって、推計は図表６に示した 9 類型に関

して行うこととした。

《図表６》社会保障改革類型モデル

①医療・福祉重点型における年金についての条件

＜シナリオ 1（厚生年金縮減）＞

2025 年に厚生年金（報酬比例部分）の縮減率が

50%または 25%となるよう、漸次厚生年金給付を縮

減する。

＜シナリオ 2（社会保障目的消費税導入）＞

給付水準および現行規定の受給開始年齢は維持。

社会保障目的消費税導入、既裁定年金の物価スラ

イド化、モデル年金の受給に必要な保険料拠出期

間の 45年への延長を行う。

＜シナリオ 3（公私給付調整）＞

所得の 2%を私的年金保険料として強制貯蓄。私

的年金の給付水準の 75%を公的年金から差し引く。

②年金重点型における医療についての条件

次頁の図表７の通り。

③市場型のモデル化

医療については図表７のシナリオ 3 に示された

改革が行われるものとし、かつ年金については公

的年金を現行型の基礎年金のみとするシナリオを

市場（民間）型とする。

（２）社会保障制度の将来推計に基づく国民負担

率の推移

上述の推計手法により算出した推計結果を、現

行型、医療重点型、年金重点型、市場型といった

視点から組み合わせて税・社会保険料負担率（対

国民所得比）を算出した結果を次頁の図表８に示

す。名目 GDP（年金額の賃金スライド率として使

用）、国民所得等の伸び率の設定については文末脚

注 13 を参照されたい13。算出に際しては、租税負

担の対国民所得比は 1995 年の水準（23.3％）が持

続するものとして簡略化を図っている。

さらに、消費者物価指数の伸び率はそのままで、

名目 GDP・国民所得の年度毎の伸び率を上記より

0.5%、1.0%低く設定した場合の税・社会保険料負

担（対国民所得：%）の推計結果を次頁の図表９・

10に示す。

基本類型 細分型

現行型（全分野重点型） 現行型（全分野重点型）

医療・福祉重点型 厚生年金50％縮減(ｼﾅﾘｵ1)

厚生年金25％縮減(ｼﾅﾘｵ1)

社会保障目的消費税導入(ｼﾅﾘｵ2)

公私給付調整(ｼﾅﾘｵ3)

年金重点型 医療制度改革(ｼﾅﾘｵ1)

医療制度改革(ｼﾅﾘｵ2)

医療制度改革(ｼﾅﾘｵ3)

市場（民間）型 市場（民間）型



《図表７》年金重点型における医療制度改革のシナリオ

《図表８》税・社会保険料負担（対国民所得：％）推計結果

《図表９》名目 GDP・国民所得の年度毎の伸び率を 0.5%低く設定した場合の推計結果

シナリオ 2000 2010 2025 2040 2050
現行型 42.4 48.3 55.4 62.6 68.2
医療重点（厚年50％減） 42.2 46.5 50.7 57.7 63.9
医療重点（厚年25％減） 42.3 47.2 52.2 59.2 65.3
医療重点（社会保障目的消費税） 42.8 48.1 53.9 59.1 63.9
医療重点（公私調整） 42.4 48.0 53.7 60.5 66.6
年金重点(moderate） 41.8 47.6 54.3 61.2 66.7
年金重点(drastic) 41.0 46.6 53.0 59.7 65.0
年金重点(most drastic) 40.9 46.4 52.8 59.4 64.8
市場型 35.3 39.2 45.2 51.6 57.5

シナリオ 2000 2010 2025 2040 2050
現行型 42.2 47.4 52.8 57.5 60.6
医療重点（厚年50％減） 42.0 45.5 48.1 52.6 56.2
医療重点（厚年25％減） 42.1 46.3 49.6 54.1 57.7
医療重点（社会保障目的消費税） 42.3 46.3 49.7 51.9 54.2
医療重点（公私調整） 42.1 47.0 51.1 55.4 59.0
年金重点(moderate） 41.6 46.7 51.9 56.4 59.4
年金重点(drastic) 40.8 45.8 50.7 55.1 58.1
年金重点(most drastic) 40.7 45.6 50.6 54.9 57.9
市場型 35.1 38.4 42.9 47.1 50.7

シナリオ 2000 2010 2025 2040 2050
現行型 42.9 49.6 58.8 69.4 78.7
医療重点（厚年50％減） 42.7 47.7 54.0 64.4 74.2
医療重点（厚年25％減） 42.7 48.5 55.5 66.0 75.7
医療重点（社会保障目的消費税） 43.3 50.0 58.8 68.0 76.6
医療重点（公私調整） 42.8 49.2 57.0 67.2 77.0
年金重点(moderate） 42.2 48.8 57.5 67.7 76.7
年金重点(drastic) 41.4 47.7 56.0 65.7 74.5
年金重点(most drastic) 41.3 47.5 55.8 65.5 74.1
市場型 35.5 40.1 47.9 57.4 66.7

《図表 10》名目 GDP・国民所得の年度毎の伸び率を 1.0%低く設定した場合の推計結果

 シナリオ1(Moderate) シナリオ2(Drastic) シナリオ3(Most Drastic) 

自己負担 2割(国保は3割) 2割(国保は3割) 3割(健保、国保共) 

被扶養者自己負担 2割(同上) 2割(同上) 3割(同上) 

老人自己負担 1割 2割 2割 

薬剤負担 2割 2割 3割 

Deductible なし 入院１月5,000円 入院１月5,000円 

高額療養費 63,600円 63,600円 100,000円 

 



（３）経済成長と国民負担率推計との関係

上述の通り、2050 年の国民負担率（対国民所得

比）は、現行型が 60.6%、医療・福祉重点型（社会

保障目的消費税導入）が 54.2％と、その差は 6.4%

とそれほど大きくない。市場型の場合は 50.7％と

なり、現行型との間に約 10%の差が生ずるが、この

案はあまり現実的ではない。

実現可能性の高い選択肢の組み合わせによる推

計は、6.4%の差の中に収まることから、将来の社

会保障制度改革の選択肢と、国民負担率の相関関

係だけを見ても、選択される制度の持続可能性に

関する決定的な指標としての理論的意味の抽出は

困難であることがわかる。

むしろ、実際の推計においては、国民負担率算

出の前提条件となる国民所得、あるいは GDP の伸

び率、すなわち、経済成長による国民負担率数値

への影響度（弾性値）が大きく、経済成長次第で、

本推計結果が相当変化する様子が、上記の図表８

～10 から確認される。例えば、名目 GDP・国民所

得の年度毎の伸び率が 1％低くなると、2050 年度

の国民負担率（対国民所得比）は、60.6%から

78.7％に上昇する（現行型）。

この観察から、社会保障制度改革の議論におい

ては、経済成長に着目した議論の展開が重要であ

ることが示唆される。

Ⅲ． 論点１－国民負担率の在り方

本研究会における検討結果を踏まえ、1999 年 9

月 27 日、慶應義塾大学田中滋教授を座長として、

「社会保障制度と国民負担率」に関するシンポジ

ウムが開催された。シンポジストは、法政大学小

椋正立教授、一橋大学高山憲之教授、千葉大学広

井良典助教授、慶應義塾大学大林厚臣助教授、な

らびに大蔵省財政金融研究所中井省所長であった。

シンポジウムの開催趣旨は、「社会保障制度と国

民負担率」および「国民負担率にかかわるさまざ

まな意見」を中心に議論し、国民負担率概念に関

する問題の理解を深めることであった。

本稿では、シンポジウムにおいて討論された内

容から、「国民負担率の在り方」と「社会保障財源

の問題」を取り上げ、各論点について、筆者の視

点から検討を行った。なお、検討に際しての補足

として、国民負担率や公的年金保険料の収納状況

に関する統計データを示した上で詳説することと

した。

本章ではまず、第 1 の論点である国民負担率の

在り方について論ずる。

１． 従来の位置づけ

国民負担率は行政の上では、その上昇を抑制す

べき指標として捉えられてきた。1982 年 7 月 30 日

の臨時行政調査会第 3 次答申においては、国民負

担率について「徹底的な制度改革の推進により現

在のヨーロッパ諸国の水準（50%前後）よりはかな

り低位にとどめることが必要である」と提起され

た。その後 1993 年 10 月 27 日の臨時行政改革推進

審議会最終答申においては「高齢化のピーク時

（2020 年頃）において 50%以下、21 世紀初頭の時

点においては 40%台半ばをめどにその上昇を抑制す

る」との目標が掲げられ、さらに 1997 年 3 月 18

日の財政構造改革五原則においても、「国民負担率

（財政赤字を含む）が 50%を超えない財政運営を行

う」とされている。

２． 定義と在り方に関する問題提起

しかしながら、税金や社会保険料を納める者の

視点で考えた場合に、現行の国民負担率における

定義に対し疑問点が生ずる。また、わが国の経済

動向に対応した国民負担率の在り方を議論する必

要性も生じていると考えられる。

（１）国民負担率の分子（国民負担額）に対する

疑問

個人的な負担ではなく、租税や社会保険料と

いった公的負担に対して、なぜ国民負担という名

称が付いたか、という疑問点が、シンポジウムに

おいて指摘された。これは従来の定義上、一律か

つ強制的に徴収される租税・社会保険料のみを国

民負担額に繰り入れていることにより生ずる疑問

点であると言える。

例えば医療費の場合には、公的な負担（医療保

険料）以外に、実際に診察・治療等を受けた際に

窓口で医療費の一定割合を支払う、いわゆる自己

負担部分が存在するが、これも強制的な負担であ

る。さらに年金の場合、公的年金保険料の負担以

外に、人によっては自助努力による老後の備えと

して、個人年金等私的年金の保険料をも支払って



いるが、今後公的年金の給付水準が徐々に切り下

げられる方向で検討がなされると考えられるため、

自助努力による老後の備えの必要性は高まる。こ

れはすなわち、私的年金保険料も強制的な負担と

しての性格が強まることを意味すると言える。

傷害、疾病時の医療サービス、あるいは老後の

所得保障を受けるために必要とされる負担という

点では、医療費の自己負担分・私的年金保険料も

同じであり、これらが国民負担額に加えられなけ

れば、国民負担率は真に国民に理解される指標と

はなりにくいのではないか。国民負担額を精緻に

捉えるためには、負担の形態よりも、負担の目的

をベースとして考える視点が必要となろう。

（２）国民負担率の分母に対する疑問

－国民所得か、GDP か？－

これは前回研究会の研究報告においても指摘さ

れた問題点であるが、国民負担率の分母に GDP で

はなく国民所得（要素費用表示）を使用すると、

消費税率の引き上げ等で間接税の比重が変化した

際の時系列比較や、間接税中心の欧州諸国との比

較において問題が生ずる。財革法で設定された 50%

という目標がそのままで、間接税の比重が上昇す

れば、現行の定義では国民負担率も上昇する、と

いうよりも人工的に高く見えてしまうことになる。

次章で述べるように、今後社会保障財源として税、

とりわけ間接税たる消費税の役割が高まることが

考えられるだけに、国民所得を用いて算出される

国民負担率が精緻さを欠いてしまうおそれもある。

やはり、GDP をベースとした算出方法にすべく、検

討を行う必要があろう。

　

（３）国民負担率概念見直しの必要性

わが国における行政による国民負担率の上限設

定は、ある程度の経済成長が見込まれた時期に、

負担を抑制するために有効であったと言える。近

年の低成長ないしマイナス成長という状況下に

あっては、むしろある程度の負担の増加は避けら

れず、したがって、国民負担率を目標数字として

捉える見方を改めるべき時期に来ていると考えら

れる（図表 11 参照）。すなわち経済の動向に応じ

て国民負担率も変化しうるのであり、いつの時代

にも絶対不変なる理想的な水準は存在しない、と

の認識を新たにすべきであろう。

《図表 11》国民負担率とその算出要素（対国民所得比）、および名目 GDP 対前年度

増加率の推移（単位%）

（注 1） 1998・1999 年度の国民負担率とその算出要素、および 1999 年度の名目

GDP 対前年度増加率については見込み値。

（注 2） 1998 年度の国・地方の財政赤字ならびに潜在的な国民負担率については、

国鉄長期債務および国有林野累計債務の一般会計承継に係る財政赤字を

含む場合の値を（）を付して示した。

（出典）大蔵省「財政の現状と今後のあり方」（1999.7）、経済企画庁「国民経済

計算年報」（平成 11 年版）、同庁「平成 10 年度国民経済計算のポイン

ト」（1999.12.17）、同庁「平成 12 年度の経済見通しと経済運営の基本的

態度」（1999.12.19 閣議了解）をもとに安田総合研究所作成

租税 社会保障 国民負担率 国・地方の 潜在的な 名目GDP
負担率 負担率 財政赤字 国民負担率 対前年度

年度 (A) (B) (A)+(B) (C) (A)+(B)+(C) 増加率
1970 18.9 5.4 24.3 0.5 24.9 15.7
1975 18.3 7.5 25.7 7.5 33.3 10.0
1980 22.2 9.1 31.3 8.2 39.5 9.0
1985 24.0 10.4 34.4 4.9 39.3 6.3
1990 27.8 11.4 39.2 0.0 39.2 8.0
1993 24.4 12.1 36.5 5.7 42.2 1.0
1994 23.2 12.5 35.7 7.3 42.9 0.4
1995 23.3 13.2 36.5 8.6 45.1 2.3
1996 23.1 13.3 36.4 8.5 44.9 2.9
1997 23.5 13.8 37.3 7.7 44.9 0.2
1998 23.1 14.3 37.4 12.7 50.1 -2.0

(19.6) (57.0)
1999 22.3 14.3 36.6 12.1 48.7 -0.4



Ⅳ．論点２－社会保障財源の問題

第 2 の論点として、社会保障財源の問題につい

て論じる。第Ⅱ章で述べたように、本研究会では、

基礎年金の財源として社会保障目的消費税の導入

についての議論が行われた。シンポジウムにおい

ても、社会保障財源の在り方に関する議論が行わ

れた。

１． 雇用の流動化がもたらす財源見直し

雇用の流動化に伴い、被用者保険ではなく国民

保険を通じて保険料を拠出する層からの徴収漏れ

の問題が小さからぬものとなってくる（図表 12 参

照）。

《図表 12》厚生年金、国民年金の保険料収納状況14

（出典）厚生省年金局年金財政ホームページ

「厚生年金　保険料収納率の推移」

（visited January 4,2000）＜http://www

.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/data/

data01/kousei/ks_17.html＞.

「国民年金　免除者数、免除率、検認率、

繰 上 げ 率 の 推 移 」（ visited January

4,2000）＜http://www.mhw.go.jp/topics

/nenkin/zaisei/data/data01/kokumin/kk

_15.html＞.

この問題を解決するために、保険料と税を一体

化して徴収する方法が考えられる。この場合、徴

収の形態上保険料と税は同一となるが、徴収の目

的の有無によって、両者を区別することは可能で

ある（保険料には社会保障給付の財源に充当する

という明確な目的があり、税にはそのような明確

な目的がない）。

２．負担の公平性の観点から財源を見直す

第Ⅱ章で示した国民負担率の将来推計を見る限

りにおいて、マクロの負担についてはわが国の経

済を押しつぶす程のものではないと考えられるが、

負担が勤労者世代に偏っているとすれば、これは

大きな問題である。

2000 年度にスタートする介護保険制度は、高齢

者からも保険料を徴収する仕組みであり、医療に

ついても同様の方向に変わっていくものと思われ

る。年金についても、基礎年金の財源を消費税に

切り替えることによって、高齢者が自らの経済力

に応じて負担に参加することになり、各世代間で、

現状よりも公平な負担がなされると考えられる。

ただ、消費税を社会保障財源として考えていく

にあたり、まず国民の理解を得る必要があろう。

1997 年度に消費税が 3%から 5%に引き上げられたが、

同年度の実質 GDP がマイナスに転じたことから、

消費税引き上げの影響によるものではないか、と

の考え方が浸透している。さらに消費税は逆進的

である、との指摘もあり、消費税は国民から「悪

者」として見られている状況にある。このような

イメージをまず払拭する必要があろう。

一例として、シンポジウムでは、逆進性の問題

について、以下のような指摘がなされた15。

「消費税を基礎年金の財源に限定して使用する

場合を考える。基礎年金が所得のレベルにかかわ

らず定額の給付である一方、税負担額は消費支出

に比例することから、低所得者の場合、消費税負

担よりも基礎年金給付が多くなる。一方高所得者

の場合は、逆に消費税負担が基礎年金給付よりも

多くなる。したがって、高所得者から低所得者に

所得移転が起こることになり、逆進性の問題が解

消される」

このような指摘から、社会保障財源として消費

税を活用するにあたり、「消費税負担というのは、

単に払うだけで終わるものではなく、将来社会保

障給付という形で還元されるものである」との認

識を国民に与え、かつ還元の仕組みを国民に明確

に示すことが重要であると考えることができる。

厚生年金 国民年金

保険料収納率(%)検認率(%)

1991年度 99.4 85.7

1992年度 99.2 85.7

1993年度 99.0 85.5

1994年度 98.4 85.3

1995年度 98.7 84.5

1996年度 98.6 82.9

1997年度 98.4 79.6



Ⅴ． 今後の検討課題

１． 国民負担率をいかに活用するか

本研究会ならびにシンポジウムにおける国民負

担率の議論から、目標数字として国民負担率を捉

える従来のスタンスを改め、今後の経済動向や社

会保障改革の在り方についてのビジョンを明確に

した上で、そのビジョンから導出される結果指標

として国民負担率を位置づける必要性が示唆され

た。

今後の検討課題の 1 つとして、結果指標として

の国民負担率をいかに活用すべきか、という点が

あげられる。例えば、国民負担額（租税・社会保

険料合計）のうち年金給付に帰着するもの、医療

サービス給付に帰着するもの、介護サービス給付

に帰着するものを切り出して、分野別の国民負担

率の推移を見ることが、社会保障制度改革の在り

方の検討に資するのではないかと思われる。その

ためには、第Ⅱ章で取り上げたように、国民負担

率を純負担率と社会保障移転率へ正確に分解する

作業が不可欠である。この作業により、さらに社

会保障各分野の負担と、純負担（公共投資、防衛

費、文教費等）の望ましいバランスについての検

討も的確になされることとなり、政策へのフィー

ドバック指標として国民負担率の価値を高めるこ

とが可能であると考えられる。

一方、たとえ結果指標としての位置づけであっ

ても、国民負担率の数値自体が現時点で妥当であ

るかどうかについて、経済・社会情勢と照合して

評価する必要があることは言うまでもない。

以下具体的検討項目として、年金制度の抜本的

改革ならびにリバース・モーゲージの活用が、国

民負担率にどう影響するかについて論じる。

２． 年金制度の抜本的改革が国民負担率に及ぼす

影響の把握

（１）公的年金の 2 階部分（報酬比例部分）の民

営化

第Ⅱ章でも述べたように、本研究会で行った国

民負担率の将来推計における市場型モデル（医療

制度を大幅に改革し、公的年金を基礎年金のみと

する）は、あまり現実的なモデルではない。市場

型モデルにおける将来推計をより現実的なものに

するために、公的年金の 2 階部分（報酬比例部

分）の民営化に伴い顕在化する、「二重の負担」の

問題を考慮する余地がある。

厚生省の試算によれば、2000 年度以降厚生年金

の 2 階部分を民営化する場合、過去期間分の給付

債務のうち、積立金の不足により将来世代の負担

となる債務は、350 兆円にのぼる16。これは 1995 年

度の GDP（489.2 兆円）の約 71.5%、1995 年度の国

民所得（要素費用表示、380.2 兆円）の約 92.1%に

相当する。このような巨額の債務は長期にわたり

段階的に処理するのが現実的であると考えられる17

ものの、国民負担率を押し上げる要因となりうる。

さらに第Ⅲ章で論じたように、民営化された 2 階

部分へ拠出する保険料も、実質的に強制徴収され

るものであり、国民負担額に加えられるべきであ

る。これらの負担を考慮することによって、市場

型モデルにおける国民負担率がより現実的な意味

を持つことになると考えられる。

（２）掛け金建て年金制度の導入

わが国では確定拠出型年金制度の導入に向け検

討がなされている段階であるが、年金制度が給付

建てであるか、掛け金建てであるかという違いも、

国民負担率に影響を与える要素であると言える。

給付建て制度であれば、事前に設定された予定

利率に基づく給付を実現するため、年金積立金の

運用成績が芳しくない場合の積立不足を補うため

に何らかの負担が必要となる。公的年金制度の場

合、そのような負担は最終的に国民に課されるこ

とになる。

一方拠出建て制度の場合は、積立金の運用成績

が悪くても、加入者自身が損失を被り、特段の補

填が行われることはない。このような、運用リス

クに起因する損失は、給付建て制度ならば国民負

担に帰結し、拠出建て制度に切り替えた結果、国

民負担から除外されると考えられる部分である。

それだけ国民負担額（国民負担率の分子）が少な

くなると言えるが、一方加入者が損失を負う結果

消費が抑制され、GDP や国民所得（国民負担率の分

母）の減少につながることも考えられる。した

がって、拠出建て制度の導入による影響を把握す

る 1 つの方法として、国民負担率自体の推移と同

時に、その構成要素たる国民負担額や GDP、国民所

得の推移にも注目することが有効であると思われ

る。



３． リバース・モーゲージの活用18

本研究会では、図表２に示したように財政フ

ローの観点から国民負担率概念の検討を行ってき

た。しかし現実には、財政フローで説明できない、

潜在的な社会保障財源も存在する。リバース・

モーゲージがこれに相当する。

リバース・モーゲージとは基本的には、ローン

を完済している自宅に住み続けながら、その自宅

を担保に融資を受け、契約期間終了時（利用者が

死亡した時等）に担保不動産を処分することによ

り、融資金を元利一括返済するというものである。

わが国の公的年金制度改革が、今後給付切り下

げ、負担引き上げの方向で進む見通しであること

から、自助努力により老後の生活を補完する手段

としてのリバース・モーゲージに対する関心が高

まることが考えられる。

リバース・モーゲージの普及が、公的年金制度

のスリム化をもたらし、国民負担率を低下させる

要因となる可能性がある一方で、リバース・モー

ゲージの利用者が予想以上に長生きするリスク、

担保不動産の価値が下落するリスク、ならびに金

利変動リスクに起因する損失発生の可能性も存在

する。そのような損失が最終的にどこへ帰着する

かという問題についても、国民負担率と関連づけ

て考える余地があると思われる。
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